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研究成果情報・会計実績情報の登録について（依頼） 

 
 平素より、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）における総合科学技術・イノベーシ

ョン会議への情報提供について、ご協力頂き誠にありがとうございます。 
 このたび「客観的根拠に基づく政策推進」の取組の一環として、府省共通研究開発管理

システム（e-Rad）において、論文・特許等の成果情報や会計実績の登録を徹底することと

なりました。システムはリプレースを予定しており、平成３０年１月より稼働開始予定の

新システムからの運用を見込んで、平成２９年度実施事業より対象となります。 
 つきましては、各関係府省におかれましては、下記のとおり御対応頂きますとともに、

所管の独立行政法人等の配分機関においても同様の取扱いがなされるよう、周知・徹底い

ただきますようお願い申し上げます。 

 
記 

 
 ○本件は、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）の対象制度である公募型の研究資金

制度※を対象とします。 
 ○平成２９年度実績分の提出より適用するため、平成２９年度実施事業の公募要領等に

研究成果情報・会計実績情報の登録についての記載を反映させて下さい。 
 ○各配分機関担当者は、採択課題に係る各年度の研究成果情報及び会計実績情報を研究

者又は研究機関に入力させて下さい。 
 ○各配分機関担当者は、研究者・研究機関が入力した研究成果情報及び会計実績情報の

確定を行って下さい。 
 ○データ登録及び確定の方法、項目及び期限その他の詳細については、別途、府省共通

研究開発管理システム（e-Rad）運営委員会その他の会議で定めることとします。 

 
※研究資金制度とは、予め研究目標、研究課題等が設定され、一定期間、当該目標達成のために研

究開発活動を実施することに対して、研究資金（物品費、人件費・謝金、旅費等）を配分する制

度を指す。 

 
以上 



 
（別紙資料） 
別紙１ 関連する政策文書等について 
別紙２ 客観的根拠に基づく政策推進に向けた関係府省連絡会議の開催について（会議

設置紙） 
別紙３ 客観的根拠に基づく科学技術イノベーション政策の推進に向けた当面の取組方

針について 
別紙４ e-Rad での実績報告における公募要領等への記載文言のひな形について 
別紙５－１ e-Rad での実績報告における入力項目（①研究成果情報） 
別紙５－２ e-Rad での実績報告における入力項目（②会計実績情報） 

 
 なお、既に公募要領等が公開されている制度・事業に関しても対象としますが、特段の

事情により対応が困難な場合には各関係府省と総合科学技術・イノベーション会議との間

で協議することとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

本件連絡先： 

内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付 

参事官（基本政策担当）付 

TEL:03-6257-1330 FAX:03-3581-9790 

担当 E-mail：加藤 yosuke.kato@cao.go.jp 

       笹林 toru.sasabayashi.u2j@cao.go.jp 

※ご連絡は e-Rad 運営委員又は連絡担当者を通して頂き、各配分

機関担当者等からの個別のお問い合わせはご遠慮下さい。 



関連する政策文書等について 

 
第５期科学技術基本計画（平成２８年１月２２日閣議決定）（抜粋） 
 （中略） 
加えて、客観的根拠に基づく政策の企画立案、評価、政策への反映等を進める。このた

め、経済・社会の有り得る将来展開などを客観的根拠に基づき体系的に観察・分析する仕

組みの導入や、政策効果を評価・分析するためのデータ及び情報の体系的整備、指標及び

ツールの開発等を推進する。公募型資金については、府省共通研究開発管理システムへの

登録の徹底や、当該システムと資金配分機関のデータベースとの連携を進めつつ、総合科

学技術・イノベーション会議及び関係府省は、公募型資金に対する評価・分析を行い、そ

の結果を資金配分機関やステークホルダーに提供する。 

 
科学技術イノベーション総合戦略 2016（平成２８年５月２４日閣議決定）（抜粋） 
・我が国の科学技術イノベーションの状況を把握するために必要な情報の収集について検

討を深め、必要に応じて人材、資金、制度、技術の動向等の新たな情報を収集すること

も含め、より幅広い情報の収集・分析機能や戦略立案機能を強化するとともに、シンク

タンク連携等を通じたエビデンスに基づく政策形成を推進する。 
 【内閣府、文部科学省、関係府省】 
・公募型資金について、各配分機関は府省共通研究開発管理システム（e-Rad）への登録を

徹底し、年度終了後、総合科学技術イノベーション会議に対して遅滞なくデータを提供

する。 【内閣府、文部科学省、関係府省】 
・資金配分機関のシステム連携、データ共有等を推進するとともに、異なるデータベース

間のデータ結合により公募型資金のインプットに対するアウトプット、アウトカム情報

の紐づけを実現するための検討を進める。 【内閣府、文部科学省、関係府省】 

 
科学技術イノベーション官民投資拡大イニシアティブ〈最終報告〉（平成２８年１２月２１

日経済社会・科学技術イノベーション活性化委員会） 
（３）アクション３：エビデンスに基づく効果的な官民研究開発投資拡大アクション 
 （中略） 
 CSTI は、国家戦略の司令塔としてインテリジェンス機能を高める必要がある。科学技術

イノベーションに関するインプットからアプトプット、アウトカムに至る情報を体系的に

収集・相互に接続するとともに、重要な政策課題に関するエビデンスを構築し、政策形成

において活用する。このため、関係府省庁の局長級によって構成する「客観的根拠に基づ

く政策推進に向けた関係府省連絡会議」の場を通じて関係省庁と密接に連携・協力し、国

民への情報提供の視点に配慮しつつ、時間軸を明確にして以下の取組を行う。 
 【俯瞰的なデータの収集及びエビデンスの構築】 
  科学技術基本計画、科学技術イノベーション総合戦略等の PDCA 構築に必要な情報に

ついて、関係府省・機関と連携し、既存の取組を活用しつつ、収集・共有・分析すると

ともに、俯瞰的な形で整備する。 

別紙１ 


